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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第76期

第３四半期連結
累計期間

第77期
第３四半期連結
累計期間

第76期
第３四半期連結
会計期間

第77期
第３四半期連結
会計期間

第76期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (百万円) 31,539 37,603 15,262 17,153 56,704

経常利益 (百万円) 628 1,207 627 1,560 2,783

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) △621 91 △371 746 1,119

純資産額 (百万円) ― ― 27,959 29,382 29,349

総資産額 (百万円) ― ― 77,441 74,868 74,310

１株当たり純資産額 (円) ― ― 638.47 650.74 669.19

１株当たり四半期
(当期)純利益金額
又は四半期純損失
金額(△)

(円) △14.74 2.13 △8.93 16.71 26.63

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 34.3 38.8 37.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,044 △3,246 ― ― 2,269

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,099 △796 ― ― △3,509

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,967 1,110 ― ― 6,492

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 4,770 6,268 9,200

従業員数 (名) ― ― 1,551 1,515 1,492
　

（注） １. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第76期第３四半期連結累計期間及び
第76期第３四半期連結会計期間は１株当たり四半期純損失を計上しているため、また、希薄化効果を有
する潜在株式が存在しないため、第76期及び第77期第３四半期連結累計期間並びに第77期第３四半期連
結会計期間は希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名) 1,515

(注) 従業員数は就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名) 73

(注) 従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

防災関連事業 12,002 ＋36.9

環境関連事業 3,159 △15.4

その他事業 106 △18.5

合計 15,268 +20.9

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。
２  金額は、販売価格によっております。
３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

防災関連事業 7,791 △4.0 20,654 ＋26.8

環境関連事業 2,527 +18.4 3,296 △50.0

合計 10,319 ＋0.7 23,950 ＋4.6

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  金額は、販売価格によっております。

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

防災関連事業 13,486 ＋17.3

環境関連事業 2,923 △1.5

その他事業 744 △6.9

合計 17,153 ＋12.4

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間の経営成績につきましては、消防ポンプ部門の補正予算及び消火設備部門の

請負工事に係る収益の計上基準の変更等により、売上高は17,153百万円（前年同期比1,891百万円増、

12.4％増）となりました。利益面では、消火器・消火設備部門及び産業機械部門の需要は落ち込んだもの

の、消防ポンプ部門が補正予算により好調に推移しており、営業利益は1,526百万円（前年同期比1,078百万

円増、241.0％増）、経常利益は1,560百万円（前年同期比932百万円増、148.6％増）、四半期純利益は746百

万円（前年同期比1,117百万円増）となりました。

 

また、セグメント別では、防災関連事業の売上高は13,486百万円（前年同期比1,989百万円増、17.3％

増）となり、営業利益は1,468百万円（前年同期比829百万円増加）となりました。環境関連事業の売上高

は2,923百万円（前年同期比43百万円減、1.5％減）、営業利益は66百万円（前年同期比146百万円増加）

となりました。その他事業の売上高は744百万円、営業損失は9百万円となりました。

　

(2)財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ558百万円増加し、74,868百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金の減少2,932百万円、受取手形及び売掛金の減少785百万円の一方で、た

な卸資産が4,266百万円増加したことによるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ525百万円増加し、45,486百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金の減少297百万円、短期借入金の増加1,270百万円によるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ33百万円増加し、29,382百万円となりました。これは主に、四半期

純利益の計上91百万円、配当金の支払435百万円、その他有価証券評価差額金の増加458百万円によるもので

す。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の37.5％から38.8％となりました。
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(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第２四半期

連結会計期間末に比べ2,588百万円増加し、四半期末残高は6,268百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は1,305百万円（前年同四半期は322百万円の使用）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益1,574百万円の計上、仕入債務の増加額4,172百万円があった一方で、

売上債権の増加額4,409百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は234百万円（前年同四半期は3,213百万円の使用）となりました。これ

は主に有形固定資産の取得による支出206百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は1,517百万円（前年同四半期は5,292百万円の収入）となりました。こ

れは主に、短期借入金の純増加額1,420百万円及び配当金の支払額198百万円によるものであります。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(5)研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は245百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 46,918,54246,918,542

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株で
あります。

計 46,918,54246,918,542― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

当社は、平成13年改正旧商法に基づき新株予約権を発行しております。

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数（個） 1,560（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,560,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり658（注）２

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日～平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　658
資本組入額　329

新株予約権の行使の条件

新株予約権を付与された者は、権利行使時においても
当社並びに子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業
員(顧問含む)であることを要する。ただし、権利行使期
間中に当該地位を喪失した場合でも喪失後１年間に限
り、権利行使を認めるものとする。
新株予約権を付与された者が、権利行使期間中に死亡
した場合は、同時に権利を失効するものとする。
その他の条件については、当社と新株予約権の割当を
受ける者との間で締結する契約に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を
要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
１

分割(または併合)の比率

　　また、時価を下回る価額で、新株式を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　 既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　　なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する普通株式にかかる

自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年10月１日～
平成21年12月31日

― 46,918 ― 4,746 ― 1,638
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(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式
1,370,000

―
単元株式数
1,000株

（相互保有株式）
普通株式
900,000

― 同上

完全議決権株式(その他)
普通株式

43,552 同上
43,552,000

単元未満株式
普通株式

― ―
1,096,542

発行済株式総数 46,918,542 ― ―

総株主の議決権 ― 43,552 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株（議決権８個）含　

 　まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式733株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
㈱モリタホールディングス

大阪市生野区
小路東５丁目５番20号

1,370,000 ― 1,370,0002.92

(相互保有株式)
宮田工業㈱

神奈川県茅ヶ崎市
下町屋１丁目１番１号

900,000 ― 900,000 1.92

計 ― 2,270,000 ― 2,270,0004.84

(注)  相互保有株式の宮田工業㈱所有の900,000株は、平成21年11月20日開催の取締役会決議に基づき、平成21年11月24

日に自己株式として取得しております。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 409 364 388 414 540 565 514 468 439

最低(円) 322 332 349 360 375 476 450 368 390

(注)  株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,280 9,212

受取手形及び売掛金 ※３
 16,617

※３
 17,403

商品及び製品 2,483 2,499

仕掛品 7,020 3,380

原材料及び貯蔵品 3,748 3,107

その他 1,535 1,626

貸倒引当金 △57 △51

流動資産合計 37,629 37,178

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,806 7,044

機械装置及び運搬具（純額） 1,661 1,901

土地 21,229 21,229

建設仮勘定 141 83

その他（純額） 391 426

有形固定資産合計 ※１
 30,230

※１
 30,686

無形固定資産 429 451

投資その他の資産

その他 6,777 6,264

貸倒引当金 △197 △270

投資その他の資産合計 6,579 5,993

固定資産合計 37,239 37,131

資産合計 74,868 74,310

EDINET提出書類

株式会社モリタホールディングス(E01653)

四半期報告書

13/30



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※３
 14,483

※３
 14,781

短期借入金 9,270 8,000

1年内返済予定の長期借入金 1,932 1,637

未払法人税等 519 916

賞与引当金 386 806

役員賞与引当金 64 78

製品保証引当金 104 116

その他 2,789 3,171

流動負債合計 29,550 29,506

固定負債

長期借入金 8,668 8,677

退職給付引当金 1,763 1,631

役員退職慰労引当金 177 180

その他 5,326 4,964

固定負債合計 15,935 15,453

負債合計 45,486 44,960

純資産の部

株主資本

資本金 4,746 4,746

資本剰余金 3,743 4,362

利益剰余金 23,057 23,400

自己株式 △1,023 △2,711

株主資本合計 30,524 29,798

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 188 △269

繰延ヘッジ損益 8 △4

土地再評価差額金 △1,600 △1,600

為替換算調整勘定 △70 △61

評価・換算差額等合計 △1,472 △1,935

少数株主持分 330 1,486

純資産合計 29,382 29,349

負債純資産合計 74,868 74,310
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 31,539 37,603

売上原価 24,198 28,928

売上総利益 7,340 8,674

販売費及び一般管理費 ※１
 7,045

※１
 7,528

営業利益 294 1,145

営業外収益

受取利息 11 8

受取配当金 69 83

受取賃貸料 90 74

持分法による投資利益 98 62

保険解約返戻金 152 －

その他 107 94

営業外収益合計 531 324

営業外費用

支払利息 150 215

賃貸費用 22 14

その他 25 32

営業外費用合計 197 262

経常利益 628 1,207

特別利益

貸倒引当金戻入額 239 66

投資有価証券売却益 28 －

その他 16 2

特別利益合計 285 69

特別損失

特別退職金 325 －

投資有価証券評価損 269 273

会員権評価損 12 －

固定資産除売却損 470 4

減損損失 607 －

その他 － 11

特別損失合計 1,684 289

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△771 987

法人税等 ※２
 △144

※２
 888

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △621 91
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 15,262 17,153

売上原価 12,064 13,258

売上総利益 3,197 3,894

販売費及び一般管理費 ※１
 2,750

※１
 2,368

営業利益 447 1,526

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 15 31

受取賃貸料 15 27

持分法による投資利益 23 23

保険解約返戻金 152 －

その他 61 26

営業外収益合計 273 111

営業外費用

支払利息 70 70

賃貸費用 1 －

その他 21 6

営業外費用合計 93 77

経常利益 627 1,560

特別利益

貸倒引当金戻入額 69 13

その他 9 0

特別利益合計 78 13

特別損失

投資有価証券評価損 268 △3

会員権評価損 6 －

固定資産除売却損 434 1

減損損失 607 －

その他 － 1

特別損失合計 1,317 △1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△611 1,574

法人税等 ※２
 △236

※２
 811

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） △371 746
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△771 987

減価償却費 994 1,081

のれん償却額 5 12

減損損失 607 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △234 △66

受取利息及び受取配当金 △81 △92

支払利息 150 215

有形固定資産除売却損益（△は益） 469 2

投資有価証券売却損益（△は益） △28 －

持分法による投資損益（△は益） △98 △62

会員権評価損 12 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,758 515

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,334 △4,274

仕入債務の増減額（△は減少） 2,192 △323

その他 △789 △69

小計 △2,149 △2,074

利息及び配当金の受取額 89 131

利息の支払額 △108 △167

法人税等の支払額 △876 △1,134

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,044 △3,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △896 △689

有形固定資産の売却による収入 801 8

無形固定資産の取得による支出 △160 △76

無形固定資産の売却による収入 58 －

投資有価証券の取得による支出 △261 △43

投資有価証券の売却による収入 88 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△3,860 －

貸付けによる支出 △49 △5

貸付金の回収による収入 215 24

その他 △34 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,099 △796
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,860 1,270

長期借入れによる収入 4,800 300

長期借入金の返済による支出 △176 △14

社債の償還による支出 △87 －

自己株式の取得による支出 △6 △4

配当金の支払額 △419 △405

少数株主への配当金の支払額 △3 △31

その他 － △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,967 1,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 822 △2,932

現金及び現金同等物の期首残高 3,947 9,200

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,770

※
 6,268
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第３四半期連結累計期間 

(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である株式

会社上野モリタ及びエントー株式会社は、それぞれ同じく連結子会

社である株式会社モリタ防災テック及び株式会社アルボを存続会社

とする吸収合併により消滅しております。

　 (2) 変更後の連結子会社の数

11社

２　会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を

適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）

を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は633百万円増加

し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は125百万円それぞれ増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しておりま

す。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

１　棚卸資産の評価方法 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸

を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理

的な方法により算出する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなも

のについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっ

ております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算

に基づく年間償却予定額を期間按分する方法によっております。

３　繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以

降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認

められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算する方法によっております。 

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は22,042百万円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は20,801百万円で

あります。

　２　（偶発債務）

非連結子会社の銀行保証に対して保証を行って

おります。

康鴻森田（香港）有限公司 1,063千米ドル

　 （97百万円）

　２　（偶発債務）

非連結子会社の銀行保証に対して保証を行って

おります。

康鴻森田（香港）有限公司 99千米ドル

　 （9百万円）

※３　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関

の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 215百万円

支払手形 231百万円

 

※３　　　　　　　　　───
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

役員報酬及び従業員給料手当 2,524百万円

賞与引当金繰入額 186

退職給付費用 198

役員賞与引当金繰入額 72

役員退職慰労引当金繰入額 53

 

※２　法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」を「法人税等」として一括掲記しており

ます。

 

　３　当社グループの売上高及び利益は、消防ポンプ部門

の官公庁向け売上高の占める割合が高いこと等

から、下期、特に第４四半期に偏る傾向にありま

す。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

役員報酬及び従業員給料手当 2,702百万円

賞与引当金繰入額 200

退職給付費用 297

役員賞与引当金繰入額 62

役員退職慰労引当金繰入額 29

 
※２　同左

 

 

 

　３　同左

　

第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

役員報酬及び従業員給料手当 865百万円

賞与引当金繰入額 186

退職給付費用 64

役員賞与引当金繰入額 22

役員退職慰労引当金繰入額 8

 

※２　法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」を「法人税等」として一括掲記しており

ます。

 

　３　当社グループの売上高及び利益は、消防ポンプ部門

の官公庁向け売上高の占める割合が高いこと等

から、下期、特に第４四半期に偏る傾向にありま

す。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

役員報酬及び従業員給料手当 635百万円

賞与引当金繰入額 200

退職給付費用 100

役員賞与引当金繰入額 24

役員退職慰労引当金繰入額 9

 
※２　同左

 

 

 

　３　同左
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金 4,770百万円

現金及び現金同等物 4,770百万円

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

現金及び預金 6,280百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △12  〃

現金及び現金同等物 6,268百万円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日

 至  平成21年12月31日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 46,918,542

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,274,126

　

３  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 211 5.00平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月２日
取締役会

普通株式 利益剰余金 227 5.00平成21年９月30日 平成21年12月１日

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

４  株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成21年８月１日付で、宮田工業株式会社との株式交換を実施しております。この結果、当第３

四半期連結累計期間において資本剰余金が619百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本

剰余金が3,743百万円となっております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)

　

　
防災関連事業
(百万円)

環境関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

11,496 2,966 799 15,262 ― 15,262

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

38 62 ― 100 (100) ―

計 11,534 3,029 799 15,363 (100) 15,262

営業利益又は営業損失(△) 638 △79 △110 447 (0) 447

(注)１　事業区分の方法

　　　　セグメントについては従来、製品の市場における使用目的に応じて「防災関連事業」及び「環境関連事業」に区分

しておりましたが、宮田工業㈱の新規連結に伴い、当第３四半期連結会計期間より従来の区分に加え「その他事

業」を新設しております。

　また、これに伴い主として防災関連事業における資産が増加しております。

　　２　各事業の主要製品

　　　　　防災関連事業……消防ポンプ車、消火器、消火設備、火報設備

　　　　　環境関連事業……環境プラント・産業機械、プレス機械装置、衛生車、塵芥車他環境衛生関係車輌

　　　　　その他事業………自転車

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　

　
防災関連事業
(百万円)

環境関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

13,486 2,923 744 17,153 ― 17,153

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

23 57 ― 80 (80) ―

計 13,509 2,980 744 17,234 (80) 17,153

営業利益又は営業損失(△) 1,468 66 △9 1,526 0 1,526

(注)１　事業区分の方法

　　　　製品の市場における使用目的に応じて防災関連事業、環境関連事業及びその他事業にセグメンテーションしており

ます。

　　２　各事業の主要製品

　　　　　防災関連事業……消防ポンプ車、消火器、消火設備、火報設備

　　　　　環境関連事業……環境プラント・産業機械、プレス機械装置、衛生車、塵芥車他環境衛生関係車輌

　　　　　その他事業………自転車

　　３　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　２会計処理基準に関する事項の変更　完成工

事高及び完成工事原価の計上基準の変更」に記載のとおり、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15

号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19

年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の工事については工事完成基準を適用しております。
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日)

　

　
防災関連事業
(百万円)

環境関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

20,565 10,175 799 31,539 ― 31,539

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

225 225 ― 450 (450) ―

計 20,790 10,400 799 31,990 (450) 31,539

営業利益又は営業損失(△) 398 7 △110 294 (0) 294

(注)１　事業区分の方法

　　　　セグメントについては従来、製品の市場における使用目的に応じて「防災関連事業」及び「環境関連事業」に区分

しておりましたが、宮田工業㈱の新規連結に伴い、当第３四半期連結会計期間より従来の区分に加え「その他事

業」を新設しております。

　また、これに伴い主として防災関連事業における資産が増加しております。

　　２　各事業の主要製品

　　　　　防災関連事業……消防ポンプ車、消火器、消火設備、火報設備

　　　　　環境関連事業……環境プラント・産業機械、プレス機械装置、衛生車、塵芥車他環境衛生関係車輌

　　　　　その他事業………自転車

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　

　
防災関連事業
(百万円)

環境関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

26,825 8,410 2,366 37,603 ― 37,603

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

77 128 ― 206 (206) ―

計 26,903 8,539 2,366 37,809 (206) 37,603

営業利益又は営業損失(△) 1,315 38 △203 1,150 (4) 1,145

(注)１　事業区分の方法

　　　　製品の市場における使用目的に応じて防災関連事業、環境関連事業及びその他事業にセグメンテーションしており

ます。

　　２　各事業の主要製品

　　　　　防災関連事業……消防ポンプ車、消火器、消火設備、火報設備

　　　　　環境関連事業……環境プラント・産業機械、プレス機械装置、衛生車、塵芥車他環境衛生関係車輌

　　　　　その他事業………自転車

　　３　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　２会計処理基準に関する事項の変更　完成工

事高及び完成工事原価の計上基準の変更」に記載のとおり、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15

号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19

年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の工事については工事完成基準を適用しております。

　当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高は防災関連事業が633

百万円増加し、営業利益は防災関連事業が125百万円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会

計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４

月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月

31日)

在外支社及び在外連結子会社がないため開示を行っておりません。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会

計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４

月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月

31日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 650.74円
　

　 　

１株当たり純資産額 669.19円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 14.74円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効
果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
　

１株当たり四半期純利益金額 2.13円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失(△)　(百万円)

△621 91

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)　(百万円)

△621 91

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 42,148 43,140

　

第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 8.93円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効
果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

　

１株当たり四半期純利益金額 16.71円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は 
四半期純損失(△)　(百万円)

△371 746

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)　(百万円)

△371 746

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 41,821 44,645
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成21年11月２日開催の取締役会において、第77期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①　中間配当による配当金の総額 227百万円

②　１株当たりの金額   5円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成21年12月１日

(注) 平成21年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、支払いを行いました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

株式会社モリタホールディングス

取締役会  御中

　

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　新　　村　　　　　実　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　高　　木　　　　　勇　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社モリタホールディングスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連

結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日

から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社モリタホールディングス及び連結子

会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月８日

株式会社モリタホールディングス

取締役会  御中

　

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　新　　村　　　　　実　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　高　　木　　　　　勇　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社モリタホールディングスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連

結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日

から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社モリタホールディングス及び連結子

会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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